
最高裁秘書第244号

令和4年2月3日

林弘法律事務所 一

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 li

戸

司法行政文書開示通知書

令和3年12月28日付け（令和4年1月4日受付，第030841号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和4年1月4日
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日付；令和4年1月4日

ページ:． 2/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日
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日付：令和4年1月4日

ページ: 、 3/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日
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日付：令和4年1月4日

ページ： 4/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日
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番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号
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不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R3･11･16

R3･11▼16

R3．11･1.6

R3D11･16

－

R3．11･16

R3．11．16

R3．11･16

林道晴 ｜宮崎朋紀
宇賀克也 ｜-藤哲志
渡邊.恵理子宮崎朋紀

林道晴 鷹野旭

林道晴 鷹野旭

渡邉惠理子川崎直也

宇賀克也一藤哲志

認一雷爾

蠅一旭一旭

□
｜
□
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

□
｜
□
口
一
□
｜
□
｜
□
□

第3小法廷

第3小法廷

雰亦蔑莚

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

卯
馴
一
塊
一
卵
弧
一
蛎
一
卵

割

▽

号
号
号

８
５
６

５
７
７

４
４
４

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
ｆ

年
年
年

３
３
３

今
祠
〈
祠
《
わ

号
号
２
６
８
８

４
４
．

１
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
や
．
〈
や

、

’
不受理森田亮 令3年(受漂1487号 R3．11．16第3小法廷 長嶺安政 ■ ■97
Ⅱ 口

凸

不受理

不受理

不受理

不受理

R3bl1･16

R3･11･16

R3．11･16

R3･11･16

渡邉恵理子

渡避:恵理子

宇賀克也

林道晴

号
号
９
７
０
１

５
．
５

１
１
第
第
ｊ
ｊ

受
．
受

く
く
年
年
３
３

〈
詞
今
詞

□lロ廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
・
小
小

３
３
３
３

第
第
第
第

獅
一
秘
爾
薊

華
苓
一
旭
蕊

98

99

1.00

101

□
□
□
□口

宕
口
宕

５
４
２
３
５
５
１
１
第
第
』
ｊ
受
受
く
ｌ
年
年
３
３

《
わ
《
洞

－－

－

・・ 上告人 被上告人 備考 上告受理終局日 終局区分

海南市



日付5令和4年1月4日

ページ： ． 5/7既済事件一覧表 ＝ 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日
一一

番号
102

103

一

号
号
７
２
７
８
５
５
１
１
第
第
１
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

今
洞
《
わ

戸倉三郎 I佐野文規

林道晴 ｜宮崎朋紀 R3L11･16 1不受理
1

R3･1'.'@ |不受理’
□ □独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構
立行政法人鉄道建設・
輪施設整備支援機構

令3年(受)第781号佐野文規

山口厚 ｜佐野文規
堺徹 ｜佐野文規

第1小法廷104

不受理 ■ □’R3．11.o18
一
】 令3年(受)第981号第1小法廷105

不受理

不受理

不受理

ロ
ー
□
｜
□

口
一
・
口
｜
□

R3"11．18

R3．11･18

R3･11･18

令3年(受)第1161号繊
一
漆
．
一
癖

'第]小法廷山口厚
|第1小法廷安浪亮

|第1小法廷|深山卓

安浪亮

祀
調
一
識

106

107

108

令3年(受)第1336号介

深山卓也

ｆ
、
』

令3年(受)第1619号

不受理

I
□ □R3･11･18七戸町宮崎朋紀 令3年〈受)第1632号堺徹第1小法廷109 q

》
｜
》
諏
一
》
｜
》
｜
》
穂
禰

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
口
一
口
｜
｜
□

□R3･11．18

３
号
号
号
唱
喝
渇

号３
３
９
３
９
４
９

６
１
０
３
２
３
３

１
６
９
．
９
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第

７
１
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
》
受
受
受

く
く
く
．
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３

《
和
一
や
《
羽
一
今
祠
今
祠
今
預
〈
わ

堺徹

菅野博之

三浦守

草野耕一

菅野博之

岡村和美

草野耕一

瞬
一
轆
一
轆
羅
一
訓
一
讓
轆

旭
一
輪
一
識
緬
職
爾
一
識

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
小

１
２
２
２
２
２
２

第
第
第
第
第
第
第

和
一
ｍ
｜
唖
一
噸
一
畑
一
噸
一
・
稲
ｉ
所

ロ
ー
□

R3．11．19

R3･11･19

ｌ
Ｉ
、

口
一
口
一
□
□
｜
□

R3．11．19

R3．11･19

－

R3．11･19

R3．11･19

R3911･19ロ
言
巨
言

９
４
１
３
４
４
１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
ｌ
年
年
３
３

伶
Ｉ
伶

志
紀
哲
朋
燕
罰
爾

第2小法廷|草野耕一

不受理R3･11･19 □｜□菅野博之第2小法廷118

》
穂
穂

R3･.11．19

R3．11．19

R3･11･19

口
一
□
□

口
一
□
｜
□

119

120

＝ 121

旭 ｜令3年(受)第1456号辮
一
耕
一
津

》
轌
露

廷
廷
一
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

1

鍔
唱

第
第
受
受
く
ｌ

ｊ
ｊ

ｌ
５

１
１
５
５

》
｜
》

鷹野旭・

宮崎朋紀
L

不受理R3．11･19 |■ |■’ロ
言
国
言

６
４
５
６
５
５
１
１
第
第
１
ｊ
受
受
く
く
年
年

、
３
３

今
詞
今
洞

和久－彦岡村和美第2小法廷122

1■■■■■■■■■

123 不受理R3．11d.19 □ □森川さっき草野耕一第2小法廷

》
｜
》
｜
》
一
》

R3．11．25

R3．11．25

R3･11．25

R3･11･25

｜
岬
一
魎
一
趣

□
｜
□
｜
□
｜
□

口
一
□
｜
□
一
口

腔
倒
一
脚
廟

号
号
号
号

９
３
６
８

０
６
４
８

１
２
４
ヰ

ー
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く

く

く

く

年
年
年
年

隷
謡
謡
蔀

馳
瓢
一
趣
一
識

騨
一
羅
彌
一
罐

》
．
｜
》
一
》
一
》

細
瓢
識
一
率 ｜

i」
127

／

法廷 主任裁判官主任 査官 事件番号 上告人 被上告人 備考 上告受理｜終局日 終局区分 一■召 少劃

R3．11．16 不受理 □ □

千葉県



日４
７

月
・
鄙

１隼
〃
４和
．

今
や
・

・
叫
浅

付
加
一

日
ペ既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

上告受理終局日 終局区分被上告人 ｜ 備考上告人事件番号番号 法廷

’ 1281第1小法廷

|言蓋歸簔
|R3｡11"|不受理
IR3.1.1.25 1不受理

令3年(受)第1518号規
・
織

文
志
鱈
緬 号

号
号
号

９
５
４
９

２
６
７
８

５
５
５
５

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
１
．
ｊ

受
受
受
受

く
．
く
く
く

年
年
年
年

３
３
．
３
３

令
令
令
．
令

不受理 □ □R3･11･25

一

R3･11･25R3．11･25
’中嶌諏訪堺徹第1小法廷130

I

ロ ヨ

□1不受理 □山口厚 ｜森川さっき森川さっき

前田志織

第1小法廷131

R3･11･25 1不受理 □｜□1321第1小法廷|山口厚

》
穂
稲
穂
一
榔
翻

口
一
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□

■R3．1･1･25

R3．11･25

R3･11．25

R3．11｡25
L･ロ

R3･11・26

R3･11．26

号
号
０
９
０
０

６
．
６

１
１
第
第

ｊ
｜
到

雫
認
３
３

《
ね
今
祠

繕
濡
爾
一
鰯
一
詑
砺

騨
溺
一
旭
一
確
認
一
率

深山卓也
一

堺徹
133i第1小法廷
1341第'小法廷

Ｄ
ｉ
ｒ
■
７
も
ｆ
０
■
唖

口
一
□

1351第椰法廷|深山卓也

｜書蜑瞬
136第1小法廷

137第2小法廷

↑38第2小法廷|草野耕一
第2小法廷|菅野博之
第2小法廷|草野耕一

号
号
号
号

０
２
４
２

５
７
２
３

６
６
１
２

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
：
受
受

く
・
く
く
ｌ

》
》
｜
》
．
》

□
｜
□
｜
口
一
口
一
□

■

， ｜

|’ 国 ぴ
ひ
凸
Ｌ
Ｉ
Ｕ
凸
○
・
句
Ｃ
ｌ
■
４

４
８
■
▼ 不受理 □R3．11･.26令3年(受)第1477号笹本哲朗草野耕一第2小法廷

●

139

|園 ’ R3.11.26 1不受理’ □
~耐~厩耶法廷|菅野博之 ｜本條裕
141 1第2小法廷|岡村和美 ｜森川さっき

喝
蝪
得

０
１
８

５
５
５

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

－
祠
今
預
へ
詞

R3.11･26 1不受理 □｜旧

《

岳
Ⅱ
四
日
ｂ
６
Ｐ
４
８

不受理 □ □R3all･26
菅野博之 森川さっき第2小法廷142

､ ■ ■

不受理

一

不受理

号
蝪
６
３
４
０
３
１
第
第
〕
ｊ
受
受

く
．
く

》
｜
》

R3．11．30 □ |■中嶌諏訪宇賀克也第3小法廷143

□R3･11．30 |■船所寛生宇賀克也第3小法廷144
1 ロ

q

|R3･11･30
－

IR3･11q30
1 ．
－

IR3 ．11．30

》
禰
穂
穂

□
。
｜
□
一
口
一
口

□
ロ
ー
□

号
号
一
号
号
号
号

２
８
３
９
６
５

３
８
８
８
２
６

１
１
２
２
３
３

１
１
１
１
１
．
１

境
一
澆
嶬
藤
環
境

受
一
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
ｌ

辨
一
》
榊
》
》
｜
》

怖
一
怖
一
岬
一
噸
！

第3小法廷戸倉三郎 ｜野中伸子
第3小法廷林道晴 ｜野中伸子
露小法廷長嶺安政 ｜前田志織
第8小法廷渡邊恵理子|本條裕嘉臺遙鴎襄鍾

ｉ
ｉ
ｉI

R3P11・30
－

R3．11．30

□
｜
□不受理 □本條裕

第3小法廷|戸倉三郎
雷罰硬莚1蒜:道晴晴

149

■

口
早
■
ｒ
・
日
ｑ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

》
｜
》
穂

R3･11.･30

R3．11．30

－－

R3･11･30

■
｜
口
一
□

□
｜
□
□

礼一藤哲志
克也 ｜貝阿彌亮
克也 ｜貝阿彌亮

卸
一
掴 巨

言
自
言

９
０
２
３

４
．
４

１
１
第
第

ｊ

ｊ
‐

受
受

く

く

年
年

３

３

《
詞
《
わ塵

廷
・
廷

法
法
小
小

３
．
３

第
第152

11



～

日付§令和4年1月4日

ページ： 7/7既済事件鼻‐覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

－

T－－蒲考~一子上告受理｜終局日 少数｜ 、被上告人上告人

号
号
号
号

号
刷
洲
渦
帥

番
刺
幅
幅
帽

件
第
第
第
第

事
勤
麹
勤
到

無
電
瑠
璃

３
３
３
３

《
わ
《
や
委
洞
〈
わ

番号 法廷 ｜主任裁判官主任鯛査官
1531第3小法廷|宇賀克也 ｜川崎直也宇賀克也1531第3小法廷 不受理 ■| ｜ |■R3a11･30

不受理154第3小法廷宇賀克也本條裕

155第3小法廷長嶺安政佐野文規

156第3小法廷長嶺安政家原尚秀

157第3小法廷戸倉三郎宮崎朋紀

158第3小法廷長嶺安政前田志織

159第3小法廷長嶺安政鷹野旭

160第3小法廷林道晴 森川さっき

｝ ’61第3小法廷宇賀克也森川さっき
’ 162第3小法廷林道晴 ｜森川さっき

長嶺安政 |佐野霊
第3小法廷155

前田志織
一

鷹野旭

R3･11c30 □｜ |■

不受理R3．11｡30 □ □

》
｜
》
穂
一
棚
穂
》
｜
》

R3･11･30

R3．11･30

□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
□

□
｜
□
｜
口
一
口
一
□
｜
口
卑
□

巨
石
ロ
言

４
６
９
９
５
５

．
１
．
１

第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

《
祠
《
わ R3．11･30

R3．11･30

R3．11･30

■
日
日
８
。
ｂ
ａ
Ｉ
９
８
ｂ
Ｑ
■
■
５
０
弓
■
勺
β
■
ｊ
ｐ
ｇ
■

号
号
１
８
０
０
６
６
１
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
鐵
筑
３
３

〈
祠
今
祠

1弓舜硬爾雨雇
l令3年(受)第1674号

R3．11･30
－

R3･11"30
1

ｰ

終局区分 憲法


